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第 1 章　総則

第 1 条　(目的)
この運営ルールは、「経理事務取扱要綱」に基づき、決算会計に関する取扱いを定めたものである。

第 2 条　(決算手続の範囲)
この運営ルールの対象とする決算手続は、「経理事務取扱要綱」の規定に従い、次のものをいう。
(1)在庫確認手続
(2)資産負債の評価
(3)減価償却費の計上
(4)費用収益の見越し・繰延処理
(5)引当金の計上
(6)原価計算
(7)税効果処理
(8)連結決算

第 3 条　(決算担当者)
1. 統括責任者は、決算担当者を指揮監督するとともに、決算手続が適切に行われることに責任を負う。
2.決算担当者は、この運営ルールに従い決算手続を実行するものをいう。


第 2 章　在庫確認手続

第 4 条　(在庫確認手続)
決算手続における在庫確認手続は次のとおりである。
(1)たな卸資産の実地棚卸
(2)販売用不動産の計上

第 5 条　(たな卸資産の実地棚卸)
四半期末および期末における開発事業支出金および未成工事支出金ならびに販売用不動産の案件別一覧表を作成し、その一覧表に記載されている案件が、残高として残る妥当性を確認し、かつ、それに不足分がないことを確認し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

第 6 条　(販売用不動産の計上)
販売用不動産の計上は、当該工事の完成を証する書類をもって把握し、未成工事支出金、開発事業支出金等より振替処理をもって計上する。


第 3 章　資産負債の評価

第 7 条　(資産の評価手続)
決算手続における資産の評価は、次のとおりである。
(1)有価証券の評価
(2)ゴルフ会員権等の評価
(3)たな卸資産の評価

第 8 条　(有価証券の評価)
有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりとする。
(1)満期保有目的の債券　　償却原価法
(2)その他有価証券
①時価のあるもの　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
②時価のないもの　　　移動平均法による原価法
(3)子会社株式　　　　　　移動平均法による原価法

第 9 条　(有価証券の著しい時価または実質価額の下落)
1.前条の規定に係わらず、有価証券の時価または実質価額が著しく下落したときは、次のとおり評価減を行う。
(1)時価のあるもの　　　時価額まで評価減を行う
(2)時価のないもの　　　実質価額まで評価減を行う
2.著しい下落、時価等は次のとおりとする。
(1)著しい下落
著しい下落とは、時価または実質価額が帳簿価額の50％を下回ったときをいう。なお、回復可能性があると認められるときは、著しい下落とはしない。
(2)時価
期末時点の取引所終値
(3)実質価額
1株あたり純資産価額
3.市場価格のある有価証券で期末時価の帳簿価額に対する下落率が30％超かつ50％以下である場合において、当該有価証券の過去1年の各四半期中の下落率が30％超かつ50％以下のときは、期末における時価額まで評価減を行う。なお、上記において、当該有価証券が株式であるときは、当該株式の直近2期における期末決算が2期連続赤字に該当するときに限り、期末における時価額まで評価減を行う。

第10条　(ゴルフ会員権の評価)
1.ゴルフ会員権の評価は、次のとおりとする。
	項目
	会計処理

	時価がある場合
	株式形態
	株式形態の場合は、時価が著しく下落している場合は、回復する見込がある場合を除き、評価損を計上する。

	
	預託保証金方式
	時価の下落が預託保証金額を上回る部分については評価損を計上し、預託金額の範囲内については、預託保証金に対する、貸倒引当金を設定する。

	時価がない場合
	株式形態
	発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合、評価損を計上する。

	
	預託保証金方式
	預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合には、債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。


2.前項における｢著しい時価の下落｣、「時価」、「実質価額」は前条第2項と同様とする。

第11条　(たな卸資産の評価)
たな卸資産の四半期末ならびに期末における評価基準および評価方法は、次のとおりとする。
(1)販売用不動産　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2)開発事業支出金　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(3)未成工事支出金　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(4)材料貯蔵品　　　　　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

第12条　(たな卸資産減損会計の基準)
たな卸資産の四半期末ならびに期末における減損会計の基準は、次のとおりとする。
(1)開発事業支出金（販売用土地を含む。以下、本条において同じ。）および販売用建物
・正味実現可能価額基準
四半期ならびに期末において、開発事業支出金（区画単位）の取得価額が、その正味実現可能価額を超えている場合は、正味実現可能価額まで評価減を行う。
(注)正味実現可能価額の算出方法
正味実現可能価額＝販売計画販売見込額－（造成原価等の見込額＋販売経費等の見込額）
(2)未成工事支出金
四半期末ならびに期末において、未成工事支出金（受注単位）の取得価額が受注額を超えている場合は、その受注額まで評価減を行う。


第 4 章　減価償却費の計上

第13条　(減価償却の方法)
減価償却の方法については経済的耐用年数を用いて次の方法で減価償却を実施するものとする。
(1)有形固定資産（リース資産を除く。）
定率法（ただし、1998年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については、定額法。）
(2)無形固定資産
定額法
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4)長期前払費用
定額法

第14条　(固定資産の減損)
1.「経理事務取扱要綱」第48条に従い、固定資産の減損処理を行う。固定資産の減損処理方法は「固定資産の減損に係る会計基準」、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」等に従う。
2.減損損失を計上した場合の貸借対照表の表示は、減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする方式（「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」にいう直接控除方式）を採用する。


第 5 章　費用収益の見越し・繰延処理

第15条　(費用収益の見越し・繰延処理)
費用および収益は、その支出および収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理するため、決算手続として費用収益の見越し・繰延処理を行う。

第16条　(繰延資産の会計処理)
繰延資産の会計処理は次のとおりとする。
(1)株式交付費　支出時に全額費用として処理する。
(2)社債発行費　支出時に全額費用として処理する。


第 6 章　引当金の計上

第17条　(貸倒引当金の計上基準)
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する。

第18条　(貸倒引当金の処理)
貸倒引当金の算定に当たっては、債権を次のとおり区分する。
(1)一般債権
経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
(2)貸倒懸念債権
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な懸念が生じているか、または生じる可能性が高い債務者に対する債権
(3)破綻債権
経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権

第19条　(貸倒見積高の算定)
前条の債権区分に従い、次のとおり貸倒見積高を算定する。
(1)一般債権
債権全体に対して貸倒実績率等により貸倒見積高を算定する。
(2)貸倒懸念債権
担保または保証が付されている債権については、債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態および経営成績を考慮して貸倒見積額を算定する。
(3)破綻債権
上述、貸倒懸念債権と同様な処理を行う。

第20条　(貸倒引当金の表示)
貸倒引当金の貸借対照表の表示は、流動項目、固定項目に区分した上で、債権から控除する形式で表示する。

第21条　(賞与引当金の計上基準)
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、事業年度負担額を計上する。

第22条　(賞与引当金の処理)
1.賞与引当金繰入額の算定式は次のとおりである。
賞与引当金繰入額＝賞与支給見込額×事業年度経過月数
2.賞与支給見込額は、期末月の支給対象者の賞与対象額に、実績を参考にして定められた次の支給予定月数を乗じて算出する。
(1)6月支給賞与　　　 1.2ヶ月
(2)12月支給賞与　　　1.6ヶ月
なお、支給額が確定しているなど、より合理的な支給見込額が明らかな場合は、上記の計算によらず、合理的な支給見込額による。
3.事業年度経過月数は、次の支給対象期間を考慮して算定する。
(1)6月支給賞与　　　 12月～翌年5月
(2)12月支給賞与　　　 6月～11月

第23条　(完成工事補償引当金の計上基準)
完成工事に係わる補償支出に備えるため、将来の見積補償額を計上する。

第24条　(完成工事補償引当金の処理)
完成工事補償引当金は当期以前の引渡工事に起因して将来発生が見込まれる補償費を実績率等により合理的な金額を見積り、引当計上を行う。

第25条　(工事損失引当金の計上基準)
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降の損失見込額を計上する。

第26条　(工事損失引当金の処理)
工事契約について、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、その超過すると見込まれる額（以下、「工事損失」という。）のうち、当該工事契約に関してすでに計上された損失の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として、工事損失引当金を計上する。

第27条　(退職給付引当金の計上基準)
従業員の退職に備えるため、退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上する。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって行う。
数理計算上の差異については、発生年度に一括費用処理を行う。

第28条　(退職給付引当金の処理)
退職給付引当金については、「退職給付に関する会計基準」等に従い計上を行う。

第29条　(役員退職慰労引当金の計上基準)
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく、事業年度末要支給額を計上する。


第 7 章　原価計算

第30条　(原価計算手続)
決算手続における原価計算の追加的手続は、次の処理を行う。
(1)見込原価の計上
(2)間接費の配賦

第31条　(見込原価)
売上等収益に対応する売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価となるべき費用の額の全部または一部が決算日までに確定していない場合には、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。ただし、単なる事後的費用の性格を有するものはこれに含まない。

第32条　(間接費)
間接費とは、建設に係わる部署の経費と資材調達に係わる部署の経費を間接費として処理する。


第33条　(間接費の配賦)
間接費の配賦は原則として、原価計算期間の負担に属する要支払額を次の計算式により按分して配賦する。

1単位当たりの間接費＝(期首間接費在庫計上額＋原価計算期間の投入間接費)÷(原価計算期間の引渡件数+期末受注件数÷2)


第 8 章　税効果処理

第34条　(税効果処理手続)
決算手続における税効果処理の手続は、「税効果会計に係る会計基準」等に従い、次の手順で行う。
(1)一時差異等の認識
(2)回収可能性の検討
(3)繰延税金資産および繰延税金負債の計上


第 9 章　連結決算

第35条　(連結決算の種類)
1.連結決算は、連結計算書類および連結財務諸表の作成を目的として、連結会計年度末に行うものとする。
2.四半期連結決算は、四半期連結財務諸表の作成を目的として、四半期会計期間末に行うものとする。

第36条　(連結計算書類および連結財務諸表の定義)
1.この運営ルールにおいて、連結計算書類とは会社計算規則に基づいて作成される連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書をいう。
2.この運営ルールにおいて、連結財務諸表は、金融商品取引法の規定に基づき、連結財務諸表規則に準拠して作成し、次の財務諸表から構成される。
(1)連結財務諸表
①連結貸借対照表
②連結損益計算書
③連結包括利益計算書
④連結株主資本等変動計算書
⑤連結キャッシュ・フロー計算書
(2)四半期連結財務諸表
①四半期連結貸借対照表
②四半期連結損益計算書
③四半期連結包括利益計算書
④四半期連結株主資本等変動計算書
⑤四半期連結キャッシュ・フロー計算書

第37条　(連結決算の担当者の決定)
親会社および関係会社の財務責任者は、各々の会社から連結経理責任者を1名、連結経理担当者を選任する。

第38条　(連結決算の担当者の統括)
親会社の連結経理責任者は関係会社の連結経理責任者を統括する。関係会社の連結経理責任者は、親会社の連結経理責任者の指示に従い、必要な資料を遅滞なく親会社の連結経理責任者に提出しなければならない。

第39条　(連結決算の計画)
1.親会社の連結経理責任者は、連結決算短信および有価証券報告書の提出時期ならびに会社法の定める連結計算書類の作成・承認・監査の時期を勘案して、連結決算日程計画表を作成しなければならない。
2.親会社の連結経理責任者は、四半期決算短信の開示の時期および四半期報告書の提出時期を勘案して、四半期連結決算日程計画表を作成しなければならない。

第40条　(連結パッケージの作成、送付、回収)
1.連結経理担当者は、連結決算の日程を踏まえて、連結決算に必要な情報を吟味し、連結パッケージを作成しなければならない。また、親会社の連結経理担当者は適時に連結パッケージを確実に回収しなければならない。
2.連結パッケージは、次の諸表を含むものとする。
(1)個別財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）
(2)関係会社間取引明細表
(3)関係会社間債権債務明細表
(4)関係会社間たな卸資産および固定資産取引明細表
(5)その他連結注記に必要な資料

第41条　(連結の範囲)
連結の範囲は原則としてすべての子会社とする。親会社の連結経理責任者は、他の会社に対する支配力について検討し、当該他の会社を連結子会社に含めるか否か検討しなければならない。

第42条　(持分法適用会社の範囲)
非連結子会社および関連会社は、原則として持分法を適用する。ただし、親会社の連結経理責任者は、非連結子会社および関連会社について、その重要性等を考慮し、非連結子会社および関連会社に持分法を適用するか否かを検討しなければならない。

第43条　(予備調査)
新たに連結子会社が増えた場合には、連結経理担当者は新連結子会社について、次の点を調査し資料を入手しなければならない。
(1)会社名称
(2)決算日
(3)使用通貨単位
(4)主な会計処理方針
(5)支配獲得日における個別貸借対照表
(6)支配獲得日における公正評価額を基礎にした個別貸借対照表
(7)支配獲得日におけるグループの所有割合

第44条　(連結会社の決算日が異なる場合)
当社と連結子会社の決算日が異なる場合は、原則として、連結子会社の決算日を変更するものとする。

第45条　(資本連結手続)
新たに連結子会社が増加した場合には、親会社の投資勘定と子会社の資本勘定を相殺するに当っては、全面時価評価法を採用するものとする。

第46条　(消去手続)
次に掲げるものは、関係会社相互間で照合の上、相殺消去しなければならない。
(1)グループ会社間の投資勘定と資本勘定の消去は、原則として全面時価評価法による。
(2)グループ会社間の債権、債務は債権債務明細表をもって相殺消去するものとする。
(3)グループ会社間の損益取引は、損益取引明細表をもって相殺消去するものとする。
(4)グループ会社間の未実現利益の消去は、たな卸資産等明細表をもって相殺消去するものとする。

第47条　(のれんの処理)
前条第１号の手続で差額が生じる場合には、当該差額をのれん又は負ののれんとし、20年以内で均等償却するものとする。ただし、その金額の僅少なものは、当該勘定が生じた期の損益として処理することができる。

第48条　(のれんの表示)
1.のれんは貸借対照表上、資産の部に計上し、その当期償却額は損益計算書上、販売費および一般管理費に含めて計上する。
2.負ののれんは貸借対照表上、負債の部に計上し、その当期償却額は損益計算書上、特別利益に含めて計上する。
3.のれんおよび負ののれんが発生する場合で、かつ、いずれかの金額の重要性が乏しい場合は、これらを相殺して表示する。

第49条　(非支配株主)
第46条1号の手続で発生する非支配株主持分は、純資産の部に非支配株主持分の科目をもって表示する。

第50条　(税効果会計)
連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税額については、一時差異に係る税金の額を期間配分する。

第51条　(未実現損益の消去)
連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益はその全額を消去し、売り手側の子会社に非支配株主が存在する場合には、未実現損益は、その持分比率に応じて親会社の持分と非支配株主持分とに配分する。

第52条　(連結株主資本等変動計算書)
連結株主資本等変動計算書は、連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書の株主資本等を基礎として作成しなければならない。

第53条　(連結キャッシュ・フロー計算書の開示区分)
連結キャッシュ・フロー計算書は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」および「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分し、間接法により表示する。また、重要な非資金取引については、これを注記する。

第54条　(連結キャッシュ・フロー計算書の表示)
損益の算定に含まれる受取利息、受取配当金および支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に、損益の算定に含まれない支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する。

第55条　(連結キャッシュ・フロー計算書)
連結キャッシュ・フローは、簡便法により作成する。なお、連結会社相互間において、現金および現金同等物の未達取引がある場合には、これを調整した上で連結キャッシュ・フローを作成するものとする。
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